
A
　
七
月
豪
雨
の
洪
水
に
よ
り
、

篠
川
流
域
の
山
北
、
草
木
薮
、
小
川
、

野
地
、
高
石
、
長
野
、
二
ノ
宮
の

各
地
区
に
お
い
て
堤
防
や
農
作
物

等
に
甚
大
な
被
害
が
出
た
。
今
後
、

流
域
で
農
作
物
に
被
害
を
及
ぼ
さ

な
い
堤
防
、
護
岸
対
策
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
。
所
見
を
問
う
。

B
　
篠
川
は
、
高
知
県
に
よ
り
下

流
か
ら
継
続
的
に
河
川
改
修
を
実

施
し
て
い
る
が
、
ま
だ
未
改
修
の

と
こ
ろ
も
多
い
。
今
後
も
、
住
民

の
安
全
確
保
と
地
域
産
業
を
守
る

た
め
、
早
期
整
備
を
強
く
要
望
し

て
い
く
。
今
回
の
豪
雨
に
よ
り
、

河
川
に
堆
積
し
た
土
砂
等
の
撤
去

に
つ
い
て
も
、
補
正
予
算
を
要
望

し
て
い
る
と
聞
く
。

A
　
本
年
六
月
の
大
阪
高
槻
市
の

事
故
を
受
け
、
文
部
科
学
省
は
、

全
国
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
学

校
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
緊
急
点
検
を
要

請
し
た
。
本
市
の
学
校
施
設
の
ブ

ロ
ッ
ク
塀
の
状
況
に
つ
い
て
問
う
。

B
　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
、
市
内
の
ほ

と
ん
ど
の
学
校
に
あ
る
。
ブ
ロ
ッ

ク
塀
五
十
六
件
の
う
ち
、
現
行
の

建
築
基
準
法
の
基
準
外
の
も
の
が

三
十
七
件
、
ひ
び
割
れ
や
欠
損
な
ど
、

破
損
の
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
十
七

件
あ
っ
た
。
正
常
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
も
、

基
準
以
下
の
も
の
、
全
て
の
ブ
ロ

ッ
ク
塀
を
金
属
フ
ェ
ン
ス
等
へ
改

修
を
行
い
た
い
。
緊
急
性
の
高
い

ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
、
金
属
フ
ェ
ン
ス

等
へ
改
修
す
る
費
用
を
今
議
会
の

補
正
予
算
に
計
上
し
て
い
る
。

A
　
市
民
サ
ー
ビ
ス
機
能
の
維
持

に
つ
い
て
問
う
。

B
　
新
庁
舎
ま
で
の
交
通
機
関
の

整
備
や
現
在
地
付
近
の
市
民
窓
口

サ
ー
ビ
ス
機
能
の
維
持
等
、
市
民

の
皆
様
へ
不
便
を
か
け
な
い
対
策

を
講
じ
る
。

A
　
緊
急
防
災
事
業
債
の
タ
イ
ム

リ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
問
う
。

B
　
高
台
移
転
の
最
も
有
利
な
起

債
で
あ
る
が
、
平
成
三
十
二
年
度

ま
で
の
期
限
付
き
の
起
債
で
あ
る
。

今
後
、
修
正
設
計
や
開
発
申
請
手

続
き
後
、
造
成
工
事
を
行
い
、
終

了
後
に
庁
舎
建
設
工
事
に
入
る
。

最
短
で
平
成
三
十
二
年
度
中
に
建

築
に
着
工
し
、
三
十
三
年
度
末
完

成
を
目
指
す
も
の
で
、
工
期
的
に

は
大
変
厳
し
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と

な
る
。
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A
　
旧
県
立
病
院
跡
地
で
建
設
し

た
場
合
、
緊
急
防
災
減
災
事
業
債
、

緊
急
保
全
事
業
債
の
対
象
と
な
る

の
か
問
う
。

B
　
緊
急
防
災
減
災
事
業
債
は
、

本
市
に
は
小
深
浦
の
高
台
が
あ
る

た
め
「
津
波
浸
水
エ
リ
ア
外
で
の

建
て
替
え
が
不
可
能
」
な
場
合
と

い
う
制
約
を
受
け
な
い
た
め
、
活

用
で
き
な
い
。
緊
急
保
全
事
業
債
は
、

耐
震
化
が
未
実
地
の
市
町
村
の
本

庁
舎
建
て
替
え
事
業
が
対
象
の
起

債
で
あ
る
。
本
市
の
場
合
、
平
成

二
十
五
年
に
本
庁
舎
の
耐
震
化
実

施
済
み
の
た
め
、
庁
舎
位
置
に
か

か
わ
ら
ず
、
緊
急
保
全
事
業
債
は

対
象
外
と
な
る
。

豪
雨
に
よ
る
災
害
対
策

に
つ
い
て

通
学
路
の
安
全
対
策
に

つ
い
て

宿
毛
市
庁
舎
移
転
問
題

に
つ
い
て

﹇
質
問
順
位
に
よ
る
﹈

　
第
三
回
（
九
月
）
定
例
会
の
一
般
質
問
は
、
十
八
日
、
十

九
日
、
二
十
日
の
三
日
間
に
十
一
人
の
議
員
か
ら
市
政
全

般
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

市政のそこが聞きたい! !市政のそこが聞きたい! !


